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お部屋によ り暮 らしやす く

ご入居者様の暮 らしをより過 ごしやす くすることを追及 したスマー トフォンアプリです。

契約情報の確認やお部屋の掲示板、ゴミカ レンダーの確認 とい つた基本的な ことか ら、

チャッ ト機能でいつでもお問い合わせいただけます。

チ ャッ トで「いつでも相談 できる安心」を

チャットでいつでも

問い合わせ可能 ―

●
〓
■
・　
　
・
―

暮 ら しの相談サポー ト

埒′

L詳細は次のページヘ /

*rr,.,-r,*;1"w
,.tr:ii!:+ ':.: r, n r
*+r....S.,q. i sir'" :*i
:;|;':i'11r'*-: ''

ffi
'.{8,&-',|'.. ..,', t,, 4 

'84ra$ " +.i!: ,., . Y:. "r. f.4

TT:r";';;. 1' . .i?l

rymrr;
4:. ?Ae..e.!sa. i. t.i;
-:-: _Ft.ir:"r r,4.



‐゙鮮・

ｔ．ｇ
乞
棠

周辺施設情報ゴミカレングー 契約書類保管

契約書類を保管するこ

とでいつでも契約内容

が確認いただけます。

入居時写真保管

星占い

毎日の運勢が確認いた

だけます。

ニュース

yahoo!ニ ュースをカテ

ゴリ別に表示いただけ

ます。

rtrryTllrrrtlrrrrlL 
-

お住まいのゴミ収集日

が確認いただけます。

お知らせ

物件周辺のスーパーや飲

食店、美容院等様々な施

設が確認いただけます。

よくある質問

よくお問い合わせを頂

くご質問をいつでもご

確認いただけます。

図
⌒

回
.‐ .・ rl.

お部屋に居ながら、掲

示板の内容をいつでも

ご確認いただけます。
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そ の 他 の 機 能  暮 らしに役立つ機能を搭載 |

叫
入居時の状況 をア ップ

ロー ドす る ことで退去

時に提示いただけます。



水 まわ りの トラブル

・蛇回の水漏れ・排水。トイレ詰まり

・配管からの水漏れ

鍵 の トラブル

鍵を紛失して家に入れない

外出先に鍵を忘れてしまった

ガ ラスの トラブル

空き巣侵入。ガラスを割られた

自然災害でガラスが割れた

上の部屋が真夜中に宴会

をしていて眠れない

隣部屋の下Vの音がうる

さい

ガス

お風呂のお湯が出ない

コンロが点火 しない

瑣齊:‐1‐‐
― _  ヽヽ

郵便物の盗難

玄関前にゴミがある

喫 煙

共用部に吸い殻が落ちて

いる

ベランダでタバコを吸ってい

る人力ヽ てヽ洗濯物が干せない

自分が契約した駐車場に知

らない車が止まっている

持ち主不明の自転車が長期

間駐輪場に放置されている

ゴミ出しマナー

対応エリア:全国(一部離島、山間部を除く)無償範囲:出張料金。時間別料金60分以内の作業料金
有償範囲:60分 を超える特殊作業料金、部品代(ガラス、パッキンなど)

※ 災害、天災などが理由で当日の出勤対応ができかねる場合があります

車両/私物の放置為行
熙
燻漑は総ド纏夢

惑
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、
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前

暮 らしの相談サポー ト

ゴミの収集の曜日を守ら

ない

分別されておらずゴミ置き場

に置きっばなしのゴミがある

生活 相談

・訪問販売の被害

・詐欺サイトの不正請求

～
■日ヽ
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 1
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お困りの際はアプリで気軽に問合せ

特に緊急時は下記にご相談 ください

秒⑮饉

咆⑮鶴

:咸::雖

0120‐029‐600

薦
２

董

Ｊ
ｒ
雛
Ｌ 〉

電気

ブレーカーが落ちた

丁Vが映らない

健康・医療相談

・不意なケガの応急措置

・栄養に関する食事相談
4

典 :案 :轟三量

外国語対応 :英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語

不審 者対応

・知らない人につきまとわ

れている

。挙動不審な様子の人が家

の前にいる



快適なくらしをサポー ト

連帯保証人が

不要

入居から退去まで、⊂asa

がお客様の保証人となり

ます

誰でも安心

Point

1

Point

2
Point

3

賃料合計の 50%
最低額 20,000円

家賃の初回引落時に口座振替

1ヮ 600円 /月 (税込)
保証開始日の翌月分より※

口座振替

L_三二_二

● 月額サービス料は保証開始日 (契約締結日 または賃貸借契約開始日のいずねか遅い日)の翌月分より□座振替となります。

例)契約締結日が 9/25で賃貸借契約の開始日が 10/1の場合、11月 分より

● 初回請求時に振替開始前の月額サービス料を合算してご請求させていただきます。

毎月27日
口 座 振 替

蕉蕪名
理具塾 い型

※別途、家賃の引落時に決済手数料 3聰蜻爾ノ属《畿込)がかかります。

※ □座振替の手続きに通常1～ 2ヵ月ほどかかります。引き落とし開始前の家賃は、

払込票を郵送いたしますのでコンビニエンスストア・銀行振込でお支払ください。

5

Casaの保証サービスは、ご家族やご友人に代わり Casaが連帯保証人となるサービスです。

日本国内に居住予定の方

なら国籍・年齢・職業は

間いません

家資の自座振善

サ■ビス |
家賃は□座引落しとなり

振込みの手間がかかりま

せん

初回保証委託料

(ご契約時に 1回 )

月額サービス料

(毎月 )

27日 が金融機関休業日の場合は、翌営業日に引落しとなります。

家賃は前払いです。 例 :2月 27日の引き落としは3月分の家賃



家財保険 「すまいレスキュー保険 A」

瞑乙  火災     颯幌:  落雷     囃聰 破裂または爆発  鼈餞 給排水設備に   蜃鰊抒風災・ひょう災
生じた事故または

他人の戸室で生じた

事故による水漏れ

雪災  
‐

※家財の損害額に条件
はありません。
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巫亥建物外部からの~物
体の飛来、落下、

衝突、倒壊

※1事故、50万円限度。

通貨の盗難
※通貨は1事故、1世帯
20万円限度。

晨孟訃預貯金証書の｀
   盗難
※預貯金証書は1事故、1世帯
につき保険金額を限度。

頷̈ 騒じょうなど  鼈付 家財の盗難   晏饒

晟了水害 瞼蓼持ち出し家財保険金

一時的に持ち出された家財が日本国内
の他の建物内で①～③の事故によつて

損害を受けた場合

■ ※保険金は再調達価額に

占める家財の損害割合

によつて異なります。

晟鍼 家主様
への賠償責任

火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた

水漏れにより被保険者が住宅を損壊した場合で、
その住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任

を負つた場合

臨時費用 水道管等修理費用

:|‐

W
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「出J= ′    1ヽ_
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ゞ
巫褥 第三者に対する賠償責任

居住する住宅の使用または管理に起因する偶然

な事故または日本国内での日常生活における

事故 により、他人の身体の障害または財物に

損害を与え、法律上の賠償責任を負つた場合

●家財の損害額は再調達価額の基準で損害額をお支払いしますので、万―の場合

でも損害賠償金で同等の家財が購入出来ます。(※ただし貴金属などは時価額で評価)

●損害保険金等をお支払いする際にお客さまからの自己負担額はありません。

●修理費用の補償には「住宅内での被保険者の死亡による借用住宅の損害

(50万円限度)」 を含みます。

■このパンフレットはすまいレスキュー保険 Aの概要を説明したものです。
詳細は取り扱い代理店またはレスキュー損害保険株式会社まで

お問い合わせくださしヽ

■ このパンフレットに記載している、すまいレスキュー保険A以外の各種
サポート、サービスの内容は、レスキュー損害保険株式会社が提供する

すまいレスキュー保険Aの付帯サービスではありません。

残存物清掃費用

洗面台交換費用

緊急避難費用

損害防止費用

ビッキング防止費用

便器交換費用

ドアロック交換費用

ガラス交換費用

修理費用
(※借用住宅に限ります)

近隣見舞費用

遺品整理費用

浴槽交換費用

地震火災費用

:鷲|::|||1111111111111姜

レスキュー損害保険株式会社  httpS://WWWoreS⊂ ue-50npOJp/

6

ご契約内容のご連絡は 03-6910-3277

いたずら

※1事故、30万円限度。
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一覧

保険金の種類 保険金等をお支払する場合
保険金をお支払できない

主な理由

家財

保険

①火災

損害額 :保険金額を限度

※貴金属等以外は再調達価額基準の

損害額

※貴金属等は時価額基準の損害額

(1個 (組)ごとに30万円限度)

。ご契約者や被保険者の故意

もしくは重大な過失または

法令違反
。家財もしくは持ち出し家財

の使用もしくは管理を委託

された者、被保険者と同居

の者または被保険者と生計

を共にする者の故意
。家財または持ち出し家財の

紛失または置き忘れ
・家財が屋外にある間に生じ

た盗難
※ただし、家財が住宅の軒

下または団地等の野外の自

転車置き場にある場合を除

きます。
・持ち出し家財である自転車

の盗難
・戦争、外国の武力行使、革

命、政権奪取、内乱、武装

反乱その他これらに類似の

事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこ

れらによる津波
。核燃料物質もしくは核燃料

物質によって汚染された物

の放射性、爆発性その他の

有害な特性またはこれらの

特性による事故
・上記以外の放射性放射また

は放射能汚染など

(洗面台交換費用保険金〉
・洗面台以外 (洗面ボウルと

一体化していない鏡、収納

器具、照明器具、水栓器具

等)の破損または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚

損など

(便器交換費用保険金〉
・便器、便座、便ふた、タン

ク以外の破損または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚

損など

〈浴槽交換費用保険金)
・浴槽以外 (洗 い場、換気

扇、浴室乾燥機、 ドア、
鏡、収納器具、水栓器具な

ど)の破損または汚損
・器具内部 (浴槽のエプロン

カバーの内部を含む)の破
損または汚損
・詰まりによる破損または汚

損など

②落雷

③破裂または爆発

④給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ

⑤風災・ひょう災・雪災

⑥建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊

⑦騒じょうおよび類似の集団行為または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

③家財の盗難 家財
損害額 :1事故につき50万円を限度

※貴金属等は1個 (組)ご とに30万円を限度

◎通貨の盗難 通貨 1事故、1世帯ごとに20万円を限度

⑩預貯金証書の盗難
預貯金証書

盗難後ただちに預貯金先と所轄の警察署に届出を行つたにも

かかわらず預貯金先から現金が引き出された場合

1事故、 1世帯ごとに保険金額を限度

第二者によるいたずら (未遂事故を含む)に より家財が損害
を受けた場合

1事故につき30万円を限度

⑫水害

床上浸水によつて損害が生じた場合で家財が再調達価額の

30%以上の損害を受けた場合
損害額×100%:保 険金額を限度

床上浸水によつて損害が生じた場合で家財が再調達価額の

15%以上30%未満の損害を受けた場合
保険金額×10%を限度

床上浸水によつて損害が生じた場合で家財が再調達価額の

15%未満の損害を受けた場合
保険金額×5%を限度

家財が再調達価額の30%以上の損害を受けた場合 損害額×100%:保 険金額を限度

一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物内で上記①～③の事故によつて

損害を受けた場合

1事故につき保険金額の20%に相当する金額を
限度

※貴金属等の場合は,個 (組)ごとに30万円を
限度

臨 時費 用保 険金 上記①～⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 損害保険金×5%を限度

修理費用保険金

上記①～⑥、③～①の事故および住宅内での被保険者の死亡により住宅に損害が生

じ、被保険者 (住宅内での死亡の場合は被保険者の法定相続人)が自己の費用で修
理した場合
※ただし、居住する住宅が借用住宅の場合に限ります

実費 :1事故につき100万 円を限度 ※住宅内
での被保険者の死亡の場合は 1回の事故につ

き50万円を限度

保   険   金
水道管等修理費用 凍結により専用水道管、または住宅の給湯器に損害が生じ、被保険者が自己の費用

で修理した場合 ※被保険者以外の者が占有する部分を除きます 実費 :1事故につき10万円を限度

地 震 火 災 費 用

保   険  金

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が損害を受

け次の状態になつた場合

a.住宅が半焼以上になつた場合
b.家財が全焼 した場合

保険金額×5%
※ただし家財の再調達価額の5%限度

ドア 回 ツク交換

費 用 保 険 金

住宅のかぎが日本国内で盗難され、被保険者が自己の費用で ドア回ックの交換をした

場合に要する費用
実費 :1事故につき3万円を限度

ピッキング防止

費 用 保 険 金

住宅が盗難あるいはいたずらにあい、玄関ドアのロックを開錠され被保険者が自己の
費用でドアロックを交換した場合、 ドアロツクの交換や防犯装置設置に要する費用 実費 :1事故につき3万円を限度

残存物清掃費用

保   険  金
上記①～③の事故により損害保険金が支払われる場合で、損害を受けた家財の残存物

の清掃及び運搬費用
実費 :1事故につき損害保険金×5%を限度

費 用

金

舞

実

見

‥

近 隣

保

上記① o③の事故により第二者の所有物に滅失、き損または汚損の損害が生じた場合 被災世帯数×5万円
※ 1事故につき保険金額×5%を限度

用

金

費難

実

避

Ｆ

急緊

保

上記①～③の事故により損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の

代替として宿泊施設などを臨時に使用した際の宿泊費用

実費 :1事故につき損害保険金×5%を限度
※事故日から30日 以内に対応する費用

洗面台交換費用

保   険  金
住宅の洗面台が破損または汚損 (経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用
で洗面台を交換した場合

実費 :1事故につき100万 円を限度

ガラス交換費用

保   険  金
住宅のガラスが破損し、被保険者が自己の費用でガラスを交換した場合 (熱割れに

よる破損を含みます。)
実費 :1事故につき100万 円を限度

用

金

費換

実

交

Ｆ

器便

保

住宅の便器が破損または汚損 (経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用で
便器を交換した場合

実費 :1事故につき100万 円を限度

用

金

費換

実

交

Ｆ

槽浴

保

住宅の浴槽が破損または汚損 (経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用で
浴槽を交換した場合

実費 :1事故につき100万 円を限度

用

金

費理

実

整

Ｆ

品遺

保

住宅内で被保険者が死亡し、住宅を貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に関す

る費用を、被保険者の法定相続人が自己の費用で負担した場合
実費 :1事故につき30万円を限度

損害防止
費用
損 害 防 止 費 用 上記①、②、①の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用 実費

賠償

責任

保険

賠償責任保険金

火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水漏れにより被保険者が住宅を損壊し

た場合で、その住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負つた場合

実額 (法律上の賠償責任の額)

l′ 000万円を限度
被保険者が入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内での日

常生活における事故により、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の

賠償責任を負った場合

もしも家財保険・賠償責任保険の事故にあわれたら…

すまいレスキュー保険A事故受付専用ダイヤル (フ リーコール) 0120-123-030 集憚翼腺
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お支払する保険金等の額

(家財保険限度額100万円)

⑪いたずら

損 害 保 険 金

し

金

出

険保

ち

財

持

家



家財の損害

火災を起 こし、家財が焼失 してしまった。

火災による家財の損害を補償致します。

隣室からの火事による延焼で、家財が焼失してしまった。

類焼による家財の損害を補償致します。

上階からの漏水でテ レビが故障 してしまった。

他人の戸室で生じた事故による水漏れによる家財の損害を
補償致します。

台風でガラスが割れ、雨が吹き込み家財に損害が生じた。

風災による家財の損害を補償致します。

デパートでひったくり被害にあい、カバンを盗まれた。

一時的に持ち出された家財が、他の建築物内で盗難等の被害にあい
損害を受けた場合は、持ち出し家財保険金をお支払致します。

入居者の法律上の賠償責任

洗濯機の本―スが外れ、

借用戸室の床に損害を与えてしまった。

火災を起こし、

借用戸室を焼失させてしまった。

ガス爆発を起こし、

借用戸室に損害を与えてしまった。

洗濯機のホースが外れ、

階下の天丼、家財に損害を与えてしまった。

ベランダから物を落とし、

歩いていた人に怪我を負わせてしまった。

地震により、テレビが倒れ、

破損してしまった。

地震による損害は、補償の対象外となります。

隣室からの火事による類焼で、駐車場に

置いていた車に損害が発生した

自動車は家財保険の目的には含まれないため
補償の対象外となります。

雨漏りでテレビが、故障してしまった。

雨漏りによる家財の損害は、補償の対象外となります。

ゞ 翻
:■

|‐

  ■

鶴

卜
」
　

　

　

　

　

”

　

ヽ

済
鷺
糠

輔
図
歯

窓を開め忘れた為、雨水が吹き込み家財に

損害が生じた。
単なる雨水の吹き込みを原因
補償の対象外となります。

とする家財の損害は、

デパートでカバンを置き忘れ、

紛失してしまった。

排水管の老朽化が原因で階下に漏水してしまった。

老朽化による漏水は、建物所有者の責任となります。

アイロンで、誤って床を焦がしてしまった。

火事に至らない焦損は、補償の対象外となります。

水槽を割ってしまい、借用個室の床に水濡れに

よる損害を与えてしまった。

給排水設備に生じた事故に伴う漏水ではない為、
補償の対象外となります。

自動車を運転中、

他人に怪我をさせてしまった。

自動車事故による損害は、補償の対象外とな

勤務中に、

誤って事務所内のガラスを破損させてしまった。

職務遂行中の事故は、補償の対象外となります。

※これらは本保険金の概要をご理解いただくためのお支払い例です。 実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素も加味されます。
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主
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家財保険 「すまいレスキュー保険 A」

※地下通路やアーケードなど、もっばら通路として利用される建築物内を除く。※現金は持ち出し家財保険金の補償対象外です。
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費用保険金等

9

※ これらは本保険金の概要をご理解いただくためのお支払い例です。 実際の保険金お支払いの判定基準は複合的な要素も加味されます。

誤って借用戸室の窓ガラスを割ってしまった。

[100万円限度]

寒暖差による自然現象、または熱を原因として、

窓ガラスが破損した. [100万円限度]

化粧ビンを落とし、洗面台を破損してしまった。

[100万円限度]

※交換した場合が対象です。

誤って、浴槽を破損させてしまった。

[100万円限度]

※交換した場合が対象です。

誤って、便器を破損させてしまった。

[100万円限度]

※交換した場合が対象です。

凍結により、水道管や給湯器が破損した。

[10万円限度]

部屋の鍵が盗難被害にあったため、

ドアロックを交換した。 [3万円限度]

老朽化により、給湯器が故障してしまった。

老朽化による設備の故障や汚れなどは補償の対象外となります。

結露を原因として、

借用戸室にカビの損害が発生したこ

先きたよる損曇ほ補償の対象外となります。
1来111挙 玉選羊1蒙

外出先で鍵を紛失し、ドアロックを交換した。

鍵の紛失は補償の対象外となります。

地震により、化粧ビシが落ち、

準面|が破埠レ下し下1存 9
地震による被害は、補償の対象外となります。

慮歯不萌の水漏れらヽ基生した為:
原因調査を業者に依頼した:

原因調査草甲は、替零?対象魯となり事す。



1商品の仕組み
この保険は、レスキュー損害保険株式会社 (以下 「当社」といいます。)が引き受ける家財保険 (賠償責任保険特約付き)です。

家財保険は、火災をはじめとする様々な事故により、被保険者が居住する住宅に収容さねた家財が損害を受けた場合に保険金を

お支払いします。また、賠償責任保険は偶然な事故により、被保険者および被保険者と同居する方が住宅の貸主または他人に対して

法律上の損害賠償責任を負担したときに保険金をお支払いします。この保険には包括契約特約が適用されます。

2包括契約特約につもヽで
保険契約者は法人または個人事業主に限ります。保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数、住宅の住所などを記載した帳簿を

備え、当社からの求めがあれば帳簿を当社へ提出する必要があります。被保険者は、帳簿に記載さねた住宅に入居する者に限ります。

3主な特約とその概要
この保険で自動セットさねる特約は、賠償責任保険特約、包括契約特約です。また、保険契約者の意向で賠償責任保険補償拡大特約、

法人特約、立替払特約をセットすることができます。

4補償の期間
保険契約者の帳簿に記載された補償開始日 (通常は入居日)の午前 0時に始まり、保険契約者の帳簿に記載された補償終了日

(通常は解約日)の 24時に終わります。

5お引受条件
全ての被保険者がカロ入するプランは同一プランとなりますので、被保険者がプランを選択することはできません。

6保険料の払込
保険料は保険契約者が当社へ支払いますので、被保険者が直接当社へ支払うことはありません。

7解約返戻金、満期返戻金、契約者配当金
解約返戻金、満期返戻金、契約者配当金はありません。

8被保険者につもヽで (範囲と等聾限 )
被保険者は、この保険における住宅に居住する被保険者およびその同居者をいいます。被保険者は、保険契約者の帳簿に記載さねた

住宅に入居する者に限ります。

9補償勢重複
ご契約にあたつては、補償内容が同様の保険契約 (家財保険以外の保険契約にセットされる特約や他社の保険契約を含みます。)が

他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも

補償さねますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払わねない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただ

き、補償の要否をご判断いただいたうえで、ご力日入ください。 (※ )

(※)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化 (同居から別居への変更等)により被保険者
が補償の対象外になつたときなどは、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

10損害保険会社破綻時の取扱い
万一当社が経営破綻した場合、「損害保険契約者保護機構」による資金援助が行われます。

11補償内容
補償内容、保険金等をお支払いする事由や保険金をお支払いしない事由はバンフレットにてご確認ください。

12ご加入時およびご加入後にご注意いただきたいこと
他の保険契約がある場合、他の保険契約から保険金が支払われていないときは、この保険契約の支払責任額をお支払いします。

また、他の保険契約から保険金が支払われたときは、この保険契約の支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の

合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。

13クーリングオフ (契約申込の撤回等について)
保険契約者が法人または個人事業主のため、クーリングオフのお申出を受付けることはできません。
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14事故が起こつたときの手続きおよび注意点
(1)ご契約いただいた保険契約で補償される事故が生じた場合は、遅滞なく当社までご連絡ください。事故の届出が遅れますと、
保険金のお支払いが遅れることがあります。

(2)火災などの事故の場合は、損害のあつたことの確認が必要となりますので、焼けたもの等を当社の調査前に処分なさらないで

下さい。

(3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、必ず保険会社にご相談の上、示談交渉を行つてください。保険会社の承認がない

ままで被害者に対し損害賠償責任を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。

(4)保険金請求の際は当社所定の次の書類をご提出いただきます。

①保険金請求書 ②損害見積書 ③家財の盗難による損害の場合は所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類

④他の保険契約の有無および内容を確認するための書類

(5)保険金請求権には時効 (3年)がありますので、ご注意ください。

15指定紛争解決機関について
当社は、お客様からお申し出いただいた苦情等については、解決に向けて真摯な対応に努めます。なお、お客様の必要に応じ、

一般社団法人日本損害保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「そんぽADRセンター」をご利用いただくことができます。

16個人情報のお取り扱いについて
当社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を

講じます。

1.個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2.お客様に関する情報の利用目的について
お客様からご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な

範囲内で利用させていただきます。

①保険契約の引受、管理 ②適正な保険金の支払い  など
3.お客様に関する情報の外部への提供について

当社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。

①当社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先 (保険代理店を含む)に提供する場合 など

当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては当社ホームページをご覧いただくか、以下のお問合せ窓□まで

お問い合わせください。

【引受保険会社】

レスキュー損害保険株式会社

東京都千代田区大手町二丁目1番 1号 大手町野村ビル
丁EL 03-6910-3277【 営業時間 9:00～ 17:00(土日・祝日除く)】

株式会社 ⊂asaの子会社である株式会社⊂OMPASS(東京都新宿区西新宿 2-6-1)が主たる保険契約者、
また株式会社 ⊂asaが従たる保険契約者となり、引受保険会社との間で締結した損害保険契約に基づきます。
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■事故受付専用ダイヤル :レスキュー損害保険株式会社

0120-123-030(通 話料無料)【 受付時間 24時間 365日】
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右記の二次元バーコー ドより各ス トアから

アプリをインス トール してください。

スマー トフォンで ご登録 をお願 いいた します。

アプリを立ち上げて、利用規約をご確認いただいた後、「初回ログインの方はこちら」を選択 してください。
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ご契約者様とご入居者様の携帯番号が異なる場合など)。
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≪ショー トメール (SMS)≫

ヽ
1

Ｌ
ヨ
ア
こ́

ログイン情報登録画面で、下記を入力してください。

國メールアドレス

ロ|パスワード(ご自身で設定)

□生年月日

※こちらで設定したメール
アプリのログイン情報と

E雛む::∫パス?― ド設定

」
Ｌ
Ｆ
Ｆ
アアドレス/パ スワー ドが

なります。

0
登録 したメールア ドレスに本登録のメールが届きます。

メールに記載の URLに アクセスいただくと、 国グインが

完了 し、アプ リをご利用いただけます。
巳i迷惑メールフォルダをご確認ください。

IZ∩ o一 reply@appme― ⊂loud⊂ omか らの
メールを受信できるように設定して

ください。

仮ログイン

|´ :口 _:

―

鼈
鮫 ログイン

+,

日

優無ダイン完了

圏



詢鯰鸞輻 屁隕⑪鶉辮躊舅隕疱

この利用規約 (以下「本規約」
｀
といいます )は、株式会社 COMPASS(以 下「弊社」といいます )が提供する会員制サービス『Roomコネクト』(以下「本サービス」といいま

す )の利用|こ関するルールを定めるものです。

第 1条 (本サービスの内容)

本サービス|よ、賃貸用物件 (1)晨下「対象物件」といいます )の賃借人様およびその同

居人様 (以下総称して「入居者様」といしヽます )のための対象物件:こついての情報提

供及び以下の各種サービスの提供等を内容とします。ただし、対象物件の所在地、

対象物件の賃貸人 (以下、「賃貸入」といいます)と弊社との委託内容その他の理由
|こより、一部のサービスの提供を行えない場合があります。

時生活支援アプ Iプ『Roomコネクト』
対象物件についてのお知らせの通知、「AQ等の|よか、各種サービスの利用ができる
専用アプ :プ 。

瘍駆‡すつけサポート

カギ・水まわり。ガラスのトラブ∫♭まこついて、24時間365園 入居者様からのお電話

|こよるご依頼に基づき専門の担当者が駆けつ:するサービス。

鯰暮らしの相談サポート

健謄 医療、ストーカー等の生活上のトラブル、ガス給i'易器のトラブル、電気のト

ラブル等について 24時間365圏 入居者様からのお電話でのご相談|こ対応するサー

ビス。

け近隣トラブル解決支援サービス

騒音、ゴミ出しマナー違反等の近隣トラブルの解決支援サービス。

第 2条 (本サービスの利用条件)
■ 本サービス|よ、対象物件の入居者様のみが利用することができます。対象物件
と異なる物件で1ま利用する還とができません。

2 本サービスの利用|こ |よ、対象物件|こつしヽて賃貸人が、弊社と本サービスの利用
契約を締結してしヽる必要があります。同契約が解約等|こより終了した場合や、対象

物件について管理会社等への管理移管等が発生し、対象物件が同契約の対象外となっ

た場合等|よ、本サービスの提供が終了します。

第 3条 (提供期間)
本サービスの提供期間|ま、入居者様の対象物件の賃貸借契約期間中となります。た

だし、前条 2項の場合|よ この限りで|まありません。

第4条 (利用|こ関する留意事項)
■ 本サービスの受付時間またまま提供時間|よ各種サービス毎鍾異なり、別途バンフ
レット等で入居者様にご案内する内容とします。

2 入居者様〔よ、本利用規約、カタ国グ、バンフレット等に記載された内容に従って
自らの責任と負担|こ よリサービスを利用するものとします。なお、利用に際し、入

居者様 |よ本利用規約の内容を承諾したものとします。

第 5条 (対象物件への立入等)
弊社また|よ弊社の業務提携先|よ、ガラスのトラブル・水周りのトラブル等への対応

等のために、対象物件|こ立ち入ることが出来るものとします。ただし、入居者様が

当該立ち入りにつしヽて承諾をされない場合!こ :よこの限りで|まありません。

第 6条 (本サービスの利用料金 )
第 2条 2項の記載の契約内容により、賃借人様 |よ本サービスの利用料金をご負担 しヽ

ただ く場合があります。

第 7条 (費用の負担)

弊社 1譲、鍵の紛失など入居者様の過失|こよる事故lこつしヽて球サービスの利用があっ

た場合、対象物件の賃貸人を通じて工事費等の実費を請求させていただく場合があ

ります。

第8条 (再委託)

弊ネ土は、本サービス|こついての業務の一部を外部に委託することがあります。

第 9条 (損害賠償)
■ 弊社|よ、本サービスの提供にあたって、弊社の責めに帰すべき事由により入居
者様に損害を与えた場合、入居者′|・羨に対して当該損害の賠償をいたします。

2 弊社に対して損害の賠償を請求する場合、入居者様|よ損害の発::室の事実を知っ
た後、遅滞なく弊社に対して通知し、弊社|よ現場確認や公的機関等から発行された

証明書等|こ より損害を確認したうえで、損害賠償を行しヽます。入居者様がこの通知

を怠った場合!よ、賠償|こ関する諸手続きが行えない場合があります。

3 弊社が賠償する損害の範囲1ま、弊社,こ故意またIよ重過失がある場合を除き、お
客様が直接かつ現実|こ生じた通常の損害のみを対象とし、逸失利益、間接損害、特

別損害:ま対象すこなりません。また、賠償額 |よ、弊社|こ故意また|よ重過失がある場合

を除き、第 6条 |こより入居者様がお支払いいただいた 1年分の本サービスの利用料

金額を限度とします。

第■0条 (入居者様情報の取り扱い)
■ 弊社|よ入居者様のイ国人情報をホームページ等に記載の「個人情報取扱規程」 |こ
基づき取り扱し`ヽます。入居者様のイ固人情報の利用醒的につしヽて!よ、「個人情報の取り

扱しヽについて』に記載のとおりとします。

2 弊社|ま、本サービスの提供まこつき弊社が提携してしヽる事業者及び弊社が本サー
ビスに関する業務を委託してしヽる事業者!こ対し、必要な範囲でイ国人情報を提供、開

示する場合があります。この場合、弊社|ま提携先またまま委託先との間で取り扱しヽに

関する契約を結ぶ等、適切な措置を講じます。

第 11条 (権利譲渡の禁止)
入居者様|よ弊社の同意なし|こ本サービス|こ関する権利 。義務を第二者|こ譲渡できま

せん。

第 12条 (本サービスの変更等)
弊社!ま、本サービスの提供について、サービス継続 !こ必要な場合また|よ経済情勢の

変動等やむをえなしヽ事情が生じた場合|よ、入居者様の承諾また|ま事前予告なし|こ内

容を変更し、提供を停止することができるものとします。

第 13条 (本サービスの停止、免責事項等)
弊社|よ、以下各号|こ定める場合で本サービスまた1意個別サービスの全部また|よ一部

の提供を継続できないと判断したときまま、本サービスまたIよ当該イ固別サービスの提

供を停止します (特定の入居者様に対する提供のみ停止する場合を含みます。以下

停止の対象となるサービスを本条|こおしヽて「当該サービス」といいます。)。 停止期

間中、弊社 !ま当該サービスの提供につしヽての義務を免れるものとし、弊社の故意ま

たIま重過失による場合でない限り、停止:こ起因する損害:こついて責めを負わないも

のとします。

①天災地変、戦争、暴動、内乱、争議行動その他不可抗力による場合

②入居者様が暴力団、反社会的勢力また!よこれら|こ準ずるものの構成員、また1ま準

構成員であることが判明した場合

③入居者様が本サービス利用時において、弊社、当該サービスの提供者また|よそれ

らの提携先等 (以下「弊社等」|こ対して、電話を長時間掛‡ナ続ける、必要以上:こ頻

繁|こかける等の行為を行い、弊社等の業務を妨害し、また|ま業務に支障を与えた場

④システムおよび電気通信設備障害 。停電、本サービス|こ係るこ〕′ステムおよび電気

通信定期点検また|ま緊急|こ行う保守点検

⑤専用アプ :プ |こ著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供

することが困難である場合、また!ま困難であると弊社が判断した場合

⑥データの改ざん、ハッキング等専用アプ :プ を提供すること|こ より、禾」用者また,ま

第二者等が著しい損害を受:する可能性を弊社が認知した場合

⑦入居者様の対応、態度、行動等から判断し、弊社等が適正|こ当該サービスを提供

することが困難であると判断した場合

③本サ"・簗ビスを行う際に、弊社等の社員及び第二者の生命、身体、財産その他の権

利利益が侵害された場合

③暴言 。暴力やセクシャルハラスヌント等、弊社等のサービススタッフの人格等を

傷つける行為や言動があったときまた|よ、あったと弊社等が認めた場合

⑩入居者様が弊社|こ届|ナ出た情報!こ虚偽が含まれていることが判明した場合

①バンフレットe WEBページ等に記載されてしヽる内容を超えるサービスの提供を求

める行為が認められた場合

⑫その他、弊社等が本サービスの提供を継続することが不適切と判断する行為

第■4条 (反社会的勢力の排除 )
■ 入居者様 |よ、次の各号の事項を確約します。
①自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしく!ま これら|こ準ずる者また!よその構

成員 (以下、「反社会的勢力という。)で 1まないこと。

②自らが反社会的勢力で|まなかったこと。

③反社会的勢力を利用しなしヽこと。

④反社会的勢力と交際がなしヽこと。

2 弊社|よ、入居者様が前項の確約|こ反する事実が判明した場合|こは、書面!こて通
知を行うことにより、何らの催告も行うことなく、本サービスの提供を中止するこ

とができます。

3 前項の規定|こ より本サービスの提供が中止された場合でも、弊社|よ、中止によ
り入居者様に生じる損害|こついて、賠償責任を負しヽません。

第■5条 (利用規約の変更)

本規約及び個別サービスについての利用規約 (以下「本規約等」といしヽます。)|よ、

入居者様からのイ固別の同意を得ることなく変更されることがあります。ただし、本

規約等の変更|よ、民法第 548条の4の定め|こ基づき、効力発生時期を定め、ホームペー

ジヘの掲載、入居者様への通知、その他の適切な方法|こより変更内容を周知したう

えで行うもりとします。

第■6条 (協議事項)

入居者様と弊社|よ、本規約等|こ定めのない事項:こついて|よ、法令|こ従う1腰か、誠意

をもって協議しヽたします。

第■7条 (管轄合意)

本規約等また|よ本サービスに関連する一切の紛争|こつしヽて鐘、東京地方裁判所また

!よ東京簡易裁半」所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。


